
 

 

 

 

(公財)日教弘奨学事業 

日教弘奨学金（貸与奨学金）募集要項 

日教弘奨学金（貸与奨学金）は、有為の人材を育成するため、大学等に学ぶ

学生・生徒に対し、無利息で奨学金を貸与し、多くの学生・生徒の修学に役立

てるために募集を行う事業です。令和７年度は下記要項のとおり実施します。 

 

１. 主催    公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部 

 

２．応募資格 

奨学金を貸与する奨学生は、国公私立大学院、大学、短期大学、高等専

門学校、および専修学校専門課程に在学し、学資金の支払いが困難なもの

とする。ただし、高等専門学校については、第４学年以上の在学生に限る

ものとする。 

 

３．奨学金額と貸与期間 

奨学金の貸与期間は、正規の最短修業期間とする。貸与する奨学金の額

は、修業期間１年につき２５万円以内とし最高１００万円とする。 

 

４．奨学金の利息 

無利息とする。 

 

５．奨学生申請手続き 

   奨学生志望者は「奨学生の親権を行う者（奨学生志望者が成人の場合

は、父母または本人）の在住する都道府県支部」に申請する。ただし、奨

学生志願者に不都合が生じる場合、奨学生志望者は親権を行う者の在勤す

る都道府県支部長の推薦を受けることができる。 

 

６．募集人員 

   募集人員は、日教弘の決定する貸与保証金額に該当する人員とする。 

  令和７年度は３５名程度を募集する。      

 

７．募集期間 

  （１）第一次募集 

     令和７年２月１日（土）～３月２９日（土）申請書類必着 

  （２）第二次募集 



 

 

 

     令和７年４月１日（火）～６月２５日（水）申請書類必着 

 

８．選考 

  （１）選考方法 

     鳥取支部教育振興事業選考委員会での選考と支部幹事会の推薦を経

て日教弘本部へ申請し、日教弘理事長が採用を決定した後に本人に通

知する。 

  （２）選考基準 

    ○ 給付の必要性  家庭事情により学費支弁困難と認められること  

 

９．奨学金貸与方法 

   奨学生志望者本人の意思確認と、「貸与奨学金誓約書」「奨学金借用証

書」等の必要書類を提出し、手続き完了後、奨学金を原則として奨学生の

金融機関口座へ一括して振り込む。 

 

１０．奨学金返還方法 

   貸与を受けた奨学金は、学校卒業（退学等を含む）の年まで据置き、そ

の年の１２月から１０年以内（ただし、奨学金額１００万円借用者に限定

し、それ以外は貸与金額に応じて８年以内とする。）に年賦の方法で全額

返還する。   

   納期限を過ぎた場合は、その日から６ヶ月を超えるごとに延滞している

年賦金額（元本）に６ヶ月について１．５％（単利）の割合で延滞金が発

生する。 

 

１１．成果報告書の提出 

   奨学金の貸与を受けた者は、学校卒業後、速やかに卒業論文概要また

は、学習成果報告および奨学金の主な使途を日教弘理事長に報告する。 

 

１２．その他 

   詳しくは、鳥取支部へ問い合わせすること。 

 

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部 

   〒６８０－０８３３ 

   （住所） 鳥取県鳥取市末広温泉町６０８ 

   ＴＥＬ ０８５７－２６－５３３４ 

   ＦＡＸ ０８５７－２２－０２４８ 

Ｅ-ＭＡＩＬ： t-kyoko.t.y@topaz.ocn.ne.jp 

URL：          http://www.kousaikai-tottori.jp/ 
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